
◎健康保険法等の一部を改正する法律 
（平成一八年六月二一日法律第八三号）   

一、提案理由（平成一八年四月七日・衆議院厚生労働委員会） 

○川崎国務大臣 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案及び

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案につき

まして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 我が国は、国民皆保険のもと、だれもが安心して医療を受けることができる医療制度

を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。しかしながら、

急速な高齢化など大きな環境変化に直面している中、国民皆保険を堅持し、医療制度を

将来にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が必要であります。こ

のため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を

軸とした保険者の再編統合等の措置を講ずることとしております。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、予防を重視しつつ、生活習慣病対策の充実や平均在院日数の短縮といった中

長期的な医療費適正化対策を計画的に進めるとともに、現役世代並みの所得のある高齢

者の患者負担の引き上げや療養病床に入院する高齢者の食費、居住費の負担の見直しな

ど短期的な対策を講ずることにより、医療費適正化を総合的に推進することとしており

ます。 

 第二に、七十五歳以上の後期高齢者を対象とする新たな医療制度を創設することとし

ております。この制度においては、七十五歳以上の高齢者の心身の特性等を踏まえ、そ

れにふさわしい医療サービスを提供するとともに、保険料、現役世代からの支援及び公

費を財源とし、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営することとし

ております。また、六十五歳から七十四歳までの高齢者の医療費について、国民健康保

険及び被用者保険の加入者数に応じて負担する財政調整制度を創設し、超高齢化時代に

備えた安定的な高齢者医療制度を創設することとしております。 

 第三に、都道府県単位を軸とした保険者の再編統合を進めていくこととしております。

このため、国民健康保険においては、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化を図

るための共同事業の拡充を行うこととしております。また、政府管掌健康保険を公法人

化し、都道府県ごとの医療費を反映した保険料率を設定することとしております。 

 以上のほか、中央社会保険医療協議会について委員構成の見直しや団体推薦規定の廃

止等を行うとともに、介護保険法における介護療養型医療施設の廃止等の所要の改正を

行うこととしております。 

 最後に、この法律の施行期日は、現役世代並みの所得のある高齢者の患者負担の引き

上げなどについては平成十八年十月に、医療費適正化計画の策定や新たな高齢者医療制

度の創設などについては平成二十年四月にするなど、改正事項ごとに所要の施行期日を



定めることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でござい

ます。 

 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一八年五月一八日） 

○岸田文雄君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、所要

の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 

 第一に、生活習慣病対策の充実や平均在院日数の短縮といった中長期的な医療費適正

化対策を計画的に進めるとともに、現役並み所得を有する高齢者の患者負担の引き上げ

等保険給付の内容及び範囲の見直しを行うこと、 

 第二に、七十五歳以上の後期高齢者の保険料、現役世代からの支援及び公費を財源に、

都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営する新たな後期高齢者医療制

度を創設するとともに、六十五歳から七十四歳までの前期高齢者に係る医療費について

各保険者の加入者数に応じて負担する財政調整制度を創設すること、 

 第三に、政管健保を公法人化し、都道府県ごとの医療費を反映した保険料率を設定す

るなど、都道府県単位を軸とした保険者の再編統合を推進すること 

等であります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る四月六日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託され

ました。 

 本委員会では、翌七日川崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日から質

疑に入り、二十五日及び二十六日には参考人から意見を聴取し、また、五月八日には福

岡県及び福島県に委員を派遣して意見を聴取するなど審査を行い、昨十七日には小泉内

閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 

 その後、質疑を終局し、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告いたします。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一八年六月一四日） 

○山下英利君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案は、医療保険制度の将来にわたる持続的



かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制

度の創設、保険者の再編統合等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して審査し、医療費適正化の在り方、高齢者

医療制度創設の意義と問題点、療養病床再編の是非、保健事業の今後の方向性、産科、

小児科等の医師不足問題に対する認識と取組、医療安全・医療事故対策の必要性等につ

いて質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしました。さらに、北海道に委員

を派遣し、地方公聴会を開催いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。 

 質疑終局を採決で決した後、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して

円より子理事より両法律案に反対、自由民主党及び公明党を代表して中村博彦理事より

両法律案に賛成、日本共産党を代表して小池晃委員より両法律案に反対、社会民主党・

護憲連合を代表して福島みずほ委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べら

れました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月一三日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一、新たな保険外併用療養費制度においては、医療における安全性・有効性が十分確保

されるよう対処するとともに、保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な

配慮をすること。 

二、後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療広域連合の設立をはじめ、その創

設の準備が円滑に進められるよう、都道府県、市町村、広域連合、医療保険者等に対

する必要な支援に努めること。また、後期高齢者支援金を負担する保険者等の意見が

広域連合の運営に反映されるよう、保険者協議会の活用等について指導を行うととも

に、意見を聞く場の設定について検討を進めること。 

三、後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、必要かつ適切な医療の確保を前

提とし、その上でその心身の特性等にふさわしい診療報酬とするため、基本的な考え

方を平成十八年度中を目途に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定すること。 

四、高齢者の負担については、高齢者に対する高額療養費の自己負担限度額の設定、療

養病床に入院する高齢者の食費及び居住費の負担の設定、後期高齢者医療制度の保険

料の基準の策定に当たって、その負担が過度とならないよう留意し、低所得者への十

分な配慮を行うこと。特に、被用者保険の被扶養者に対する新たな保険料負担につい

ては、特段の軽減措置を講ずること。 



五、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金等については、その負担の歯止めとなるよう、

保険料率の内訳の明示、著しく負担が高くなる保険者への配慮措置などを含めた方策

を検討すること。あわせて、現行制度と比較して急激な負担増とならないよう、激変

緩和のための適切な措置を講ずること。 

六、高額療養費制度の自己負担限度額の在り方について、家計に与える影響、医療費の

動向、医療保険財政の推移等を踏まえ、検討を加えるとともに、その適用の利便に資

するため、政府管掌健康保険は把握している情報の速やかな通知に努め、国民健康保

険においても通知が行われるよう保険者の努力を促すこと。また、後期高齢者医療制

度において、広域連合による被保険者への通知が十分行われるよう配慮すること。さ

らに、高額医療・高額介護合算制度と、障害者自立支援法のサービスに係る利用者負

担とを調整する仕組みについて、今後早期に検討すること。 

七、レセプトのオンライン化については目標年次までの完全実施を確実なものとするよ

う努めるとともに、これと併せて個別の医療内容・単価の分かる領収証の発行の普及

に努めること。 

八、今後の保健事業の推進に当たっては、生活習慣病の予防健診や住民の健康増進のた

めの事業を充実するよう、地域医療を担う関係者の協力を得つつ、医療保険者や市町

村の健診・保健指導の実施体制の確保に一層努めるとともに、入手した個人データに

ついては、委託先を含め個人情報保護法の観点から万全な管理体制を確立すること。

さらに、地域・職域における健康づくりを体系的・総合的に行うために、生活習慣病

予防に向けた国民運動を積極的に展開するとともに、生活習慣病予防対策の実施状況

を踏まえ、必要に応じ健康増進法の見直しについて検討すること。また、被扶養者の

健診の普及を図るため、その利用者負担も含め機会の確保に十分に配慮すること。 

九、生活習慣病予防を強力に推進するために、市町村に加え、保険者又はその委託先等

に、地域医療を担う関係者の協力を得つつ、保健指導の担い手である保健師又は管理

栄養士等を適正に配置するよう努め、計画的に実行できる体制を整備し、その効果の

検証を行うこと。 

十、療養病床の再編成に当たっては、すべての転換を希望する介護療養病床及び医療療

養病床が老人保健施設等に確実に転換し得るために、老人保健施設の構造設備基準や

経過的な療養病床の類型の人員配置基準につき、適切な対応を図るとともに、今後の

推移も踏まえ、介護保険事業支援計画も含め各般にわたる必要な転換支援策を講ずる

こと。また、その進捗状況を適切に把握し、利用者や関係者の不安に応え、特別養護

老人ホーム、老人保健施設等必要な介護施設及び訪問看護等地域ケア体制の計画的な

整備を支援する観点から、地域ケアを整備する指針を策定し、都道府県との連携を図

りつつ、療養病床の円滑な転換を含めた地域におけるサービスの整備や退院時の相

談・支援の充実などに努めること。さらに、療養病床の患者の医療区分については、

速やかな調査・検証を行い、その結果に基づき必要に応じて適切な見直しを行うこと。 



十一、産科、小児科を始めとする特定の診療科及びへき地医療における医師不足問題に

対応するため、地域の実情を考慮した医療機能の効果的な集約化・重点化の促進と拠

点病院への搬送体制の整備、大学医学部の入学定員の地元枠の設定、地域の病院に医

師を紹介する体制の見直し等について、地域医療の関係者が参画する都道府県の医療

対策協議会における検討を踏まえ、必要な措置が講ぜられるよう支援を行うこと。 

十二、小児救急医療については、小児救急医療拠点病院への支援等による二十四時間対

応が可能な体制の確保、小児救急電話相談事業等保護者が深夜等でも相談ができるよ

うな施策の充実、患者の容態に応じた適切な受診についての啓発に努めること。 

十三、安心して出産できる体制の整備を進めるため、地域における産科医療の拠点化・

システム化を図るとともに、助産師の一層の活用を図ること。また、母と子の安全の

ため、助産所の連携医療機関が確実に確保されるよう努めること。 

十四、小児医療・産科医療両者の連携・協力の下に、地域における周産期医療体制の整

備を図るとともに、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の確保と、その長期入院患者の後

方支援施設も含めた支援体制の構築に努めること。 

十五、医療の高度化、チーム医療の推進、安心・安全の医療の確保など、医療をめぐる

状況の変化や国民のニーズを踏まえ、質の高い医療従事者を育成するために、教育や

研修の在り方について必要な検討を行うこと。また、医療従事者によるチーム医療の

推進を図り、関係府省の連携の下、総合的な医療従事者確保対策について検討するこ

と。特に、医療の現場において看護師の果たす重要な役割にかんがみ、大学教育の拡

大など教育期間の延長を含めた看護基礎教育の在り方について検討するとともに、医

療・介護提供体制の見直しに伴い必要となる看護職員を確保するために、離職防止対

策やナースセンター事業の推進を始めとした看護職員確保対策を講ずること。 

十六、入院時の治療計画等に関する書面の交付及び説明に当たっては、患者又はその家

族に十分な理解と同意が得られるよう配慮すべきことを医療関係者に対し周知するこ

と。 

十七、医療計画制度の見直しに当たっては、数値目標の設定や、達成のための措置の結

果、地域格差が生じたり、患者・住民が不利益を被ることがないよう配慮すること。

また、医療連携体制の構築に当たっては、地域の医療提供者の意見を十分尊重すると

ともに、地域医療連携については、地域連携クリティカルパスの普及等を通じた連携

体制の確立を図るため、診療報酬上の評価等によりその支援に努めること。さらに、

在宅医療を推進するため、診療報酬上の在宅医療の対象範囲の見直しを検討すること。 

十八、社会医療法人については、地域の医療連携体制の一員として、地域住民の信頼の

下、適正な運営が図られるよう指導すること。 

十九、医療事故対策については、事故の背景等について人員配置や組織・機構などの観

点から調査分析を進めるとともに、医師法第二十一条に基づく届出制度の取扱いを含

め、第三者機関による調査、紛争解決の仕組み等について必要な検討を行うこと。 



二十、臨床修練制度における対象資格の拡大に当たっては、低賃金・劣悪な労働条件の

下での労働につながることがないよう、改正の目的等の周知に努めること。 

二十一、国民生活の安心を保障するため、将来にわたり国民皆保険制度を堅持し、平成

十四年の健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に明記された、「医療

保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来

にわたり百分の七十を維持するものとする。」ことを始めとして、安易に公的医療保

険の範囲の縮小を行わず、現行の公的医療保険の範囲の堅持に努めること。また、今

後の医療制度改革に当たっては、個々の制度見直しのみならず、社会保障全体の在り

方に深く留意し、国民の視点に立った給付と負担の関係を明らかにすること。 

 右決議する。 

 


